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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第２区分
【発行日】令和3年5月20日(2021.5.20)
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【年通号数】公開・登録公報2020-023
【出願番号】特願2019-556226(P2019-556226)
【国際特許分類】
   Ａ６１Ｋ  39/395    (2006.01)
   Ａ６１Ｐ  35/00     (2006.01)
   Ａ６１Ｋ  47/68     (2017.01)
   Ａ６１Ｋ  45/00     (2006.01)
   Ｇ０１Ｎ  33/53     (2006.01)
   Ｇ０１Ｎ  33/574    (2006.01)
   Ｃ１２Ｎ  15/13     (2006.01)
   Ｃ０７Ｋ  16/28     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ａ６１Ｋ   39/395    　　　Ｎ
   Ａ６１Ｐ   35/00     　　　　
   Ａ６１Ｋ   47/68     　　　　
   Ａ６１Ｋ   39/395    　　　Ｃ
   Ａ６１Ｋ   39/395    　　　Ｄ
   Ａ６１Ｋ   39/395    　　　Ｌ
   Ａ６１Ｋ   45/00     　　　　
   Ｇ０１Ｎ   33/53     　　　Ｄ
   Ｇ０１Ｎ   33/574    　　　Ａ
   Ｃ１２Ｎ   15/13     ＺＮＡ　
   Ｃ０７Ｋ   16/28     　　　　

【手続補正書】
【提出日】令和3年4月8日(2021.4.8)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　非婦人科癌を予防又は処置する為のヒトＡＭＨＲＩＩ結合性剤。
【請求項２】
　前記非婦人科癌が、結腸癌、肝臓癌、肝細胞癌、精巣癌、甲状腺癌、胃癌、胃腸癌、膀
胱癌、膵癌、頭頸部癌、腎臓癌、脂肪肉腫、線維肉腫、胸膜中皮腫、メラノーマ、肉腫、
脳癌、骨癌、乳癌、前立腺癌、及び白血病を含む群から選択される、請求項１に記載のヒ
トＡＭＨＲＩＩ結合性剤。
【請求項３】
　モノクロナール抗ＡＭＨＲＩＩ抗体及びそのＡＭＨＲＩＩ結合性フラグメントからなる
群から選択される、請求項１又は２に記載のヒトＡＭＨＲＩＩ結合性剤。
【請求項４】
　下記の抗体からなる群から選択されるモノクロナール抗体である、請求項１～３のいず
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れか１項に記載のヒトＡＭＨＲＩＩ結合性剤：
　　ａ）配列番号２を含む軽鎖及び配列番号４を含む重鎖（リーダーを有さない３Ｃ２３
　ＶＬ及びＶＨ配列）；
　　ｂ）配列番号６を含む軽鎖及び配列番号８を含む重鎖（リーダーを有さない３Ｃ２３
Ｋ　ＶＬ及びＶＨ配列）；
　　ｃ）配列番号１０を含む軽鎖及び配列番号１２を含む重鎖（リーダーを有さない３Ｃ
２３軽鎖及び重鎖）；
　　ｄ）配列番号１４を含む軽鎖及び配列番号１６を含む重鎖（リーダーを有さない３Ｃ
２３Ｋ軽鎖及び重鎖）。
【請求項５】
　下記の配列を含む複数のＣＤＲを含むモノクロナール抗体である、請求項１に記載のヒ
トＡＭＨＲＩＩ結合性剤：
　　ＣＤＲＬ－１：ＲＡＳＸ１Ｘ２ＶＸ３Ｘ４Ｘ５Ａ（配列番号６５）、ここで、Ｘ１及
びＸ２は独立してＳ又はＰであり、Ｘ３はＲ又はＷ又はＧであり、Ｘ４はＴ又はＤであり
、及びＸ５はＩ又はＴである；
　　ＣＤＲＬ－２は、ＰＴＳＳＬＸ６Ｓ（配列番号６６）であり、ここで、Ｘ６はＫ又は
Ｅである；並びに
　　ＣＤＲＬ－３は、ＬＱＷＳＳＹＰＷＴ（配列番号６７）である；
　　ＣＤＲＨ－１は、ＫＡＳＧＹＸ７ＦＴＸ８Ｘ９ＨＩＨ（配列番号６８）であり、ここ
で、Ｘ７はＳ又はＴであり、Ｘ８はＳ又はＧであり、及びＸ９はＹ又はＮである；
　　ＣＤＲＨ－２は、ＷＩＹＰＸ１０ＤＤＳＴＫＹＳＱＫＦＱＧ（配列番号６９）であり
、ここで、Ｘ１０はＧ又はＥである、並びに
　　ＣＤＲＨ－３は、ＧＤＲＦＡＹ（配列番号７０）である。
【請求項６】
　上記結合性剤が、抗体薬物コンジュゲートからなる、請求項１～５のいずれか１項に記
載のヒトＡＭＨＲＩＩ結合性剤。
【請求項７】
　ＡＭＨＲＩＩ結合性の操作された受容体である、請求項１に記載のヒトＡＭＨＲＩＩ結
合性剤。
【請求項８】
　ＡＭＨＲＩＩ結合性の操作された受容体を発現する細胞である、請求項１に記載のヒト
ＡＭＨＲＩＩ結合性剤。
【請求項９】
　ＡＭＨＲＩＩ結合性の操作された受容体を発現するＣＡＲ　Ｔ細胞又はＮＫ　Ｔ細胞で
ある、請求項８に記載のヒトＡＭＨＲＩＩ結合性剤。
【請求項１０】
　１以上の他の抗癌活性剤をさらに含む、請求項１～９のいずれか１項に記載のヒトＡＭ
ＨＲＩＩ結合性剤。
【請求項１１】
　個体が、請求項１～１０のいずれか１項に記載のヒトＡＭＨＲＩＩ結合性剤での癌処置
に応答性であるかを判断する方法であって、上記個体から予め得られた腫瘍組織サンプル
が、細胞表面においてＡＭＨＲＩＩタンパク質を発現するかを決定する工程を含む上記方
法。
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